
令和７年度 第６回浜北地域分科会 次第 
 

日時：令和７年９月 25日（木）午後１時 30 分から 

場所：浜名区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 

 

１ 開 会 
 
２ 会長挨拶 

 

３ 区長挨拶 

 

４ 議 事 

(１)諮問事項 

令和８年度浜名区役所費（浜北地域分）予算要求の概要について【区振興課】   

資料１※当日配付  

 

(２)協議事項 

ア 浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会委員の選任について【区振興課】  

資料２ 

 

イ 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱いについて【区振興課】  

資料３ 

 

５ その他 
(１)６月の質問に対する回答（飛竜まつり）【まちづくり推進課】 

 

(２)次回開催日程等について 
日時：令和７年 10 月 16 日（木）午後１時 30 分から 

場所：浜名区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 
 
６ 閉 会 



日時： 令和7年９月25日（木）　午後１時30分から
場所： 浜名区役所　大会議室
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名  令和 8年度浜名区役所費（浜北地域分）予算要求の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・本市では、平成 25 年度当初予算以降、全ての事業を点検・

見直し、歳出の重点化を図ることを目的に全件査定によ

り予算を編成してきた。 

・地方創生、人口減少対策などに施策を総動員し、総合力

で取組んでいくため、各部区局の権限と責任のもと、財

源を意識した施策展開が必要であることから、令和 8 年

度当初予算から「財源配分方式」を導入する。 

・「財源配分方式」においては、限られた財源を各部区局に

配分し、各部区局は配分額の範囲で予算要求を行う。 

対象の区協議会 浜名区協議会（浜北地域分科会） 

内  容 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第 11 条第 3

項第 1 号に基づき、令和 8 年度浜名区役所費（浜北地域分）

の予算要求の概要について諮問するもの。 

 

区協議会への諮問については、「財源配分方式」による区

役所費の配分額が示されるスケジュールに合わせて、次のと

おり段階を経て行う。 

（9 月） 

・新規、臨時事業や主な事業のほか、廃止する事業など、

令和 7 年度予算との変更点について説明 

（10 月） 

 ・配分額に基づく予算要求額や、9 月に区協議会からいた

だいた意見への対応について、改めて説明 

 ・予算編成について当日答申をいただく 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

令和 7 年 10 月 16 日：答申 

令和 7 年 10 月 31 日：財政課へ予算要求 

令和 8 年 3 月下旬  ：令和 8 年度当初予算案の概要につい

て報告 

担当課 浜名区区振興課 担当者 一島 弘明 電話 053-585-1141 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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（千円）

R8年度
A

(見込)

R7年度
B

(当初)

増減
A-B

主な事業内容

261,414 職員人件費を除く

1人件費[配分]

【代表会及び区協議会（浜北地域分科会）に係る
委員報酬等】

1,593
【事業内容】
◯代表会及び地域分科会委員報酬
◯協働センター在席の職員報酬

2区管理運営事業[個別・配分]

【区役所の運営や各行政センター庁舎及び公有
財産の維持管理に要する経費】

109,834
【事業内容】
◯区役所総合案内委託業務
◯なゆた浜北管理費及び修繕負担金

3協働センター等運営事業[個別・配分]

【協働センターの管理運営に要する経費】
42,163

【事業内容】
◯協働センター各種維持管理委託業務
◯協働センター光熱水費執行等

4地区コミュニティ協議会事業[配分]

【各地区コミュニティ協議会の運営支援に要する
費用】

250
【事業内容】
◯地区コミュニティ協議会の支援に資する消耗品等

5収入印紙売りさばき事業[配分]

【収入印紙売りさばきに要する経費】
10,722

【事業内容】
◯区役所内で販売する収入印紙を購入する経費

6区協議会運営事業[配分]

【区協議会の開催に要する経費】
213

【事業内容】
◯区協議会（代表会・分科会）運営に係る消耗品及びコ
ピー料等の執行

7地域力向上事業[配分]

【市民協働の理念のもと地域課題の解決による地
域力の向上に向けた助成事業等の実施に要する
経費】

17,392 ※別紙参照

8行政連絡事業[配分]

【地域住民に市政情報を配布及び回覧することに
要する経費】

44,221
【事業内容】
◯行政連絡文書仕分・配布、配達業務委託
◯行政連絡文書自治会業務委託

9自治会振興事業[個別・配分]

【自治会集会所整備、防犯灯設置維持管理への
助成に要する経費】

19,722
【事業内容】
◯自治会集会所整備費助成事業（補助金）
◯防犯灯設置維持管理費助成事業（補助金）

10遠州はまきた飛竜まつり開催事業負担金[配
分]

【遠州はまきた飛竜まつの開催に対する負担金】

11,090
【事業内容】
◯例年5月に開催される遠州はまきた飛竜まつり実行委員
会に支出する負担金

11浜北万葉まつり開催事業[配分]

【浜北万葉まつりの開催に要する経費】
4,164

【事業内容】
◯浜北万葉まつり開催支援に係る業務委託費

12区役所デジタル運営経費[配分]

【chromebookのリース等のデジタルに要する経費】
50

【事業内容】
◯主にWeb会議用に使用するchromebookのリース料及び
通信料の執行

※令和7年9月25日開催会議資料

令和8年度浜名区役所費（浜北地域分）予算要求の概要（案）

事　業

浜名区役所費（浜北地域分）

-3-



別紙

単位：千円

【助成事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

市民提案による住みよい地域づくり助成事業補助金 3,000

【区民活動・文化振興事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

1 浜北文化祭開催事業 1,900

2 浜北青少年健全育成事業 791

3
みどりのまち推進事業
（植木まつり・グリーンフェスタ開催負担金等）

1,601

4 浜北産業祭開催事業負担金 4,500

8,792

【区課題解決事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

5 区課題解決事業 5,000

5,000

【協働センターを核とした地域課題解決事業】

R8年度
(見込)A

R7年度
(当初)B

増減
A-B

1協働センター150千円の地域課題に資する委託事業 600

17,392合計

令和8年度地域力向上事業（浜北地域分）予算要求の概要（案）

事業名

事業名

事業名

事業名
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会委員の選任について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

現浜名区協議会（浜北地域分科会）委員の任期が令和８年３

月３１日をもって満了するため、浜松市区及び区協議会の設置

等に関する条例施行規則第３条第３項の規定に基づき、令和７

年８月２１日付で、浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会の

設置等に関する要綱を制定し、浜名区協議会（浜北地域分科会）

推薦会を設置した。 

対象の区協議会 浜名区協議会（浜北地域分科会） 

内  容 
浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会を設置するにあたり、

推薦会委員を選任するもの。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

 

担当課 浜名区区振興課 担当者 橋本 慎一 電話 585-1143 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会委員の選任について 

浜名区 区振興課 

 

１ 区協議会委員の選任 

区協議会の委員の選任については、地域分科会による公共的団体等の選定及び委員の推薦に基づ

いて市長が選任することとしています。（設置条例第６条第１項、設置条例施行規則第２条第１項） 

選任方法として、地域の活動や実情をよく認識している地域分科会委員からなる推薦会を設置し、

委員の推薦事務を行います。（設置条例施行規則第３条第１項） 

 

２ 推薦会の設置 

地域分科会が団体の選定及び委員の推薦を行うにあたり、その案を策定するために推薦会を設置

します。推薦会が策定した案については地域分科会で承認し、市長へ提出します。 

推薦会は、地域分科会委員５人以内で構成し、地域分科会の推薦案の策定等を行います。 

（設置条例施行規則第３条第１項） 

   ・公共的団体等の選定案の策定 

   ・公募委員の推薦案の策定（選考） 

   ・直接指名委員の推薦案の策定 

   ・公募委員の公募の方法の決定 

   ・その他、地域分科会が必要と認める事務 

   ※推薦会の委員は、公平性の観点から、再任ができない委員（２期目）で構成することが望まれ 

ます。（現浜北地域分科会委員中、２期目の委員は３人） 

 

① 要綱の制定 

 推薦会の組織及び運営に関する必要な事項について、地域分科会の議決により「浜名区協議

会（浜北地域分科会）推薦会の設置等に関する要綱」において定めます。（設置条例施行規則第

３条第３項） 

 

② 会議の運営 

 会議の運営は、「浜名区協議会（浜北地域分科会）の設置等に関する要綱」に基づき行います。 

 

３ 今後のスケジュール 

① 推薦会委員の選任（地域分科会）９月 

② 推薦会の開催 

【１回目】10月 

 ・推薦会会長の互選 

 ・推薦会の公開、非公開の決定 

 ・公募委員選考要領の検討及び決定 

 ・公募委員募集要項の検討及び決定 

 ・新委員の構成の検討 
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【２回目】１月 

 ・団体推薦委員の公共的団体等の選定 

 ・公募委員の選考 

 ・直接指名委員の選考 

③ 新委員推薦案の承認（地域分科会）１月 

④ 地域分科会新委員の推薦事項を市長へ提出（地域分科会）１月 

 ・地域分科会事務局は、地域分科会で承認された推薦事項を整え市長へ提出します。 

⑤ 新協議会委員の委嘱（区振興課）４月 
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区協議会委員選任スケジュール表 

 地域分科会 
推薦会 

区役所 
 公募 

8 

月 

・推薦会の設置要綱

制定 
   

9 

月 
・推薦会委員の選任 

   

 

10

月 

 
【第１回推薦会】 

 公募委員選考要領決定 

 公募の募集要項決定 

新委員構成の検討 

  

11 

月 

   
・委員選任に係る資料作成 

 委員再任回数 

 他附属機関併任状況 

 公募審査等資料 

 公共的団体候補リスト など 

12

月 

  
・公募委員募集 

 広報はままつ 

 市・区ＨＰ等に 

募集記事掲載 

 

１

月 

 

 

 

・推薦案議決 

・新委員推薦案を 

市へ提出 

【第２回推薦会】 

 公共的団体等の選定 

 公募委員の選考 

 直接指名委員の選考 

・新委員推薦案を地域分

科会へ提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２

月 

  
 ・公共的団体等への推薦依頼 

・新委員就任承諾書の受領 

・選考結果の通知 

３

月 

   

 

 

４

月 

   

 

・新委員委嘱 

・新委員研修開催 
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浜名区協議会（浜北地域分科会）推薦会の設置等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則

（平成１８年浜松市規則第７７号）第３条第３項の規定に基づき、浜名区協

議会（浜北地域分科会）推薦会（以下「推薦会」という。）の設置等につい

て、必要な事項を定める。 

 （委員） 

第２条 推薦会は、浜名区協議会（浜北地域分科会）（以下、「地域分科会」と

いう。）委員５人以内で組織する。 

２ 推薦会委員は、地域分科会の指名に基づき選任する。 

３ 委員の任期は、推薦会設置の日から、令和８年３月３１日までとする。 

４ 推薦会委員は条例施行規則第２条第２項の規定による公募に応募すること

ができない。 

 （会長） 

第３条 推薦会に会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長の任期は、委員の任期による。 

４ 会長は、推薦会の事務を掌理し、推薦会を代表する。 

５ 会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときにその職務を代理す

る者をあらかじめ指名するものとする。 

（会議） 

第４条 推薦会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議

長となる。  

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 前項の場合においては、議長は、推薦会委員として議決に加わる権利を有

しない。 

５ 会議は公開とする。ただし、議長又は推薦会委員の発議により、出席する

推薦会委員の３分の２以上の多数で議決したときは、秘密会とすることがで

きる。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席し

て行う説明又は助言、資料その他の協力を求めることができる。 

７ 会議の運営に関して、この要綱に定めのない事項は、地域分科会の会議の

例によるものとする。 
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 （庶務） 

第５条 推薦会の庶務は、浜名区役所区振興課において処理する。 

 （細目） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年８月２１日から施行する。 
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○浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（抜粋） 

 

（区協議会委員の選任） 

第６条 中央区協議会及び浜名区協議会の区協議会委員は、規則で定めるところにより、

地域分科会ごとに、第２２条に規定する当該地域分科会に属する区協議会委員の定数の

範囲内で、当該地域分科会の所掌区域内に住所を有する者のうちから市長が選任する。 

２ 天竜区協議会の区協議会委員は、規則で定めるところにより、天竜区の区域内に住所

を有する者のうちから市長が選任する。 

３ 市長は、区協議会委員の選任に当たっては、公平性、透明性、当該住民の多様な意見

の適切な反映及び地域の事情に配慮しなければならない。 

（令５条例５・一部改正） 

 

（地域分科会の名称及び所掌区域並びに地域分科会委員の定数） 

第２２条 地域分科会の名称及び所掌区域並びに地域分科会に属する区協議会委員（以下

「地域分科会委員」という。）の定数は、別表第５のとおりとする。 

（令５条例５・追加） 

 

別表第５（第２２条関係） 

（令５条例５・追加） 

区協議会 地域分科会

の名称 

所掌区域 地域分科会

委員の定数 

浜名区協議会 浜北地域分

科会 

寺島 中条 横須賀 高畑 西美薗 東美薗 

油一色 本沢合 道本 沼 貴布祢 小林 

善地 高薗 竜南 新野 新堀 八幡 永島 

上善地 小松 内野 内野台一丁目 内野台

二丁目 内野台三丁目 内野台四丁目 平口 

染地台一丁目 染地台二丁目 染地台三丁目 

染地台四丁目 染地台五丁目 染地台六丁目 

上島 中瀬 豊保 於呂 根堅 尾野 宮口 

新原 大平 堀谷 灰木 三大地 四大地 

西中瀬一丁目 西中瀬二丁目 西中瀬三丁目 

20人以内 
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○浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例施行規則（抜粋） 

 

（区協議会委員の選任方法） 

第２条 条例第６条第１項の規定による中央区協議会及び浜名区協議会の区協議会委員の

選任は、地域分科会ごとに、条例第２２条に規定する当該地域分科会の所掌区域内に住

所を有する者のうち次に掲げるもののそれぞれから行う。 

(1) 地域分科会が選定した公共的団体等が推薦するその構成員 

(2) 前号に掲げる者のほか、地域分科会が推薦する者 

２ 地域分科会は、前項第２号の規定による推薦に当たっては、あらかじめ、その全部又

は一部について公募を行わなければならない。 

 

（推薦会） 

第３条 地域分科会は、第２条第１項第１号の規定による選定及び同項第２号の規定によ

る推薦に関する次に掲げる事務を行うため、その指名した５人以内の地域分科会委員に

よる会議（以下この条において「推薦会」という。）を置く。 

(1) 第２条第１項第１号の規定による選定の案の策定 

(2) 第２条第１項第２号の規定による推薦者の案の策定 

(3) 第２条第２項の規定による公募の方法の決定 

(4) 前３号に掲げるもののほか、地域分科会が必要があると認める事務 

２ 推薦会に属する地域分科会委員は、第２条第２項の規定による公募に応募することが

できない。 

３ 前２項に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、地域分科会が定める。 

（平２３規則５１・追加・旧第２条の２繰下、令５規則７４・一部改正） 
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№ 区分 役職等 氏　　　名 ふりがな 性別 住所 再任 備考

1 浜名地域 岡田　正利 おかだ　まさとし 男 染地台 〇

2 北浜地域 富永　泉 とみなが　いずみ 男 西美薗

3 中瀬地域 山本　忠雄 やまもと　ただお 男 中瀬

4 赤佐地域 河合　豊 かわい　ゆたか 男 尾野

5 麁玉地域 渡邊　剛一 わたなべ　ごういち 男 宮口

6 河合　陽子 かわい　ようこ 女 小松

7 野末　将平 のずえ　しょうへい 男 小松

8 河村　賢治 かわむら　けんじ 男 新原

9 副会長 村上　雅代 むらかみ　まさよ 女 中瀬
代表会
委員

10 中川　明彦 なかがわ　あきひこ 男 横須賀

11 井上　直子 いのうえ　なおこ 女 於呂

12 久米　春香 くめ　はるか 女 於呂

13 室内　久芳 むろうち　ひさよし 男 於呂 〇

14 内藤　和子 ないとう　かずこ 女 高畑 〇

15 鈴木　房子 すずき　ふさこ 女 西美薗
任期

R6.4～

16 柴田　武 しばた　たけし 男 小松

17 戸川　健二　 とがわ　けんじ 男 内野台

18 内山　益巳 うちやま　ますみ 女 小松
代表会
委員

19 会長 野中　敬 のなか　たかし 男 貴布祢
代表会
委員

20 松島　康浩 まつしま　やすひろ 男 善地
代表会
委員

浜北地域自治会連合会

浜松市浜北地域交通指導員会

R6.1月～R8.3月

浜北地域分科会委員

団　体　名

公
募

（一社）浜北医師会

浜松市浜名区浜北
民生委員児童委員協議会

浜北観光協会

認定農業者協議会
浜北支部

浜北女性の会

浜北文化協会

直
接
指
名

子ども会連合会
浜北支部

(公財)浜松市ｽﾎﾟｰﾂ協会
浜北支部

団
体
推
薦

浜北商工会
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱いについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・令和 7年度予定されているパブコメ案件（5 件）については、地域分

科会にて対応（パブコメ実施担当課による説明又は資料配付）を協

議し、代表会で決定した。 

・新たに、パブコメ案件（1 件）が追加されたため、区協議会での取扱

いについて協議するもの。 

対象の区協議会 浜名区区協議会（浜北地域分科会） 

内  容 

１ パブコメ（追加分）の概要 

・浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 

※詳細は、別紙令和 7年度追加パブリック・コメント一覧表 

のとおり 

 

２ 協議事項 

  上記パブコメ案件について、パブコメ実施担当課からの説明を求

めることについて協議するもの。（パブコメ運用区分③） 

     

３ 今後スケジュール 

9 月(今回)：追加分のパブコメの取扱い（パブコメ実施担当課によ 

る説明又は資料配付）を協議 

10 月(代表会)：地域分科会の意向に基づき、追加分のパブコメの

取扱いを決定 

11 月以降：区協議会において、パブコメ実施担当課による説明又

は資料配付 

  

 

 

 

 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

  

担当課 
浜名区 

区振興課 
担当者 橋本 慎一 電話 585-1143 

 

パブコメの運用区分 
①原則として、情報提供までとし、概要版の配付にとどめる。 
 ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 
②パブコメ実施担当課の判断によって意見を聴取する必要がある場合 
③区協議会から求められた場合。（ただし、説明は代表会又は地域分科

会のどちらか一方） 
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令
和
７
年
度
追
加
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
一
覧
表

北
浜
北

※
「
QR
コ
ー
ド
」
は
、
(株
)デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

※
ー
：
概
要
版
資
料
配
付

○
：
パ
ブ
コ
メ
実
施
課
に
よ
る
説
明

令
和
8年

6月

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
よ
る
感
染
症
危
機
発
生
時
に
、
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を

保
護
し
、
市
民
生
活
及
び
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
、
平
時
の
準
備
や
感
染
症
発
生
時
の
対
策
内
容
を
示
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
時
の
経
験
を
踏
ま
え
た
政
府
及
び
県
行
動
計
画
の
全
面
改
定
を
受
け
、
市
行
動
計
画
を
改
定
す
る
も
の
。

※
QR
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
こ
と
で
市
HP
に
て
政
策
の
概
要
や
現
行
の
計
画
（
PD
F版

）
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

市
全
域

政
策
概
要

現
行
計
画

1

【
改
定
】

浜
松
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画

（
案
）

保
健
総
務
課

令
和
8年

3月
〜
4月

令
和
8年

6月

⑦
概
要

⑤
実
施

(施
行
)

⑥
対
象
地
域

※
QR
コ
ー
ド

代
表
会

No
.

①
件
名

②
担
当
課

③
意
見
募
集

期
間

④
結
果
等

公
表

ー
ー

ー

⑧
担
当
課
に
よ
る
説
明

説
明
の

有
無

2
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浜
松
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
の
改
定
に
つ
い
て

計
画
の
構
成

・
浜
松
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
特
措
法
）
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

に
よ
る
感
染
症
危
機
発
生
時
に
、
市
民
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
し
、
市
民
生
活
及
び
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
小
と
な
る
よ
う
、
平
時
の
準
備
や
感
染
症

発
生
時
の
対
策
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
、
平
成
26
年
に
策
定
し
た
。

・
今
般
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
の
経
験
を
踏
ま
え
、
令
和
6年

7月
に
政
府
行
動
計
画
、
令
和
7年

3月
に
静
岡
県
行
動
計
画
が
全
面
改
定
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
市
行
動
計
画
の
改
定
を
行
う
。 記
載
項
目

現
行

改
定
後

対
象
疾
患

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
主
な
対
象

新
型
コ
ロ
ナ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
以
外
の
呼
吸

器
感
染
症
も
念
頭
に
記
載
を
充
実

発
生
段
階

未
発
生
期

→
海
外
発
生
期

→
国
内
発

生
早
期

→
国
内
感
染
期

→
小
康
期

準
備
期

→
初
動
期

→
対
応
期

＊
準
備
期
の
取
り
組
み
を
充
実

対
策
項
目

6項
目

①
実
施
体
制
､②

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
･

情
報
収
集
､③

情
報
提
供
･共

有
､

④
予
防
･ま

ん
延
防
止
､⑤

医
療
､

⑥
市
民
生
活
及
び
市
民
経
済
の
安
定

確
保

13
項
目

＊
下
線
は
、
新
規
追
加
項
目

①
実
施
体
制
､②

情
報
収
集
･分

析
､③

サ
ー
ベ
イ
ラ

ン
ス
､④

情
報
提
供
・
共
有
､リ

ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
､⑤

水
際
対
策
､⑥

ま
ん
延
防
止
､

⑦
ワ
ク
チ
ン
､⑧

医
療
､⑨

治
療
薬
・
治
療
法
､

⑩
検
査
､⑪

保
健
､⑫

物
資
､⑬

市
民
生
活
・
市
民
経

済
の
安
定
の
確
保

改
定
内
容
等

・
政
府
行
動
及
び
県
行
動
計
画
に
基
づ
き
、

市
町
村
行
動
計
画
作
成
の
手
引
き
(静
岡

県
版
)を
参
考
に
改
定
す
る
。

・
平
時
の
準
備
に
関
す
る
記
載
を
充
実
し
、

特
措
法
に
基
づ
く
訓
練
の
実
施
等
を
規
定
。

・
改
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
感
染
症
予
防

計
画
、
市
保
健
所
健
康
危
機
対
処
計
画

(感
染
症
編
)と
の
整
合
を
図
る
。

＊
主
な
改
定
内
容
は
、
右
表
の
と
お
り
。

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

令
和
8年

3月
〜
4月

頃
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

令
和
8年

6月
頃

浜
松
市
行
動
計
画
改
定

１
経
緯

２
１

３
１

R7
.8
.2
1保

健
総
務
課

3

参考（改定概要）



4

 参考（現行計画概要）
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令和７年度　浜名区行事・イベント等スケジュール 2025年10月

10 6 月

令和７年度協働センターを
核とした地域課題解決事業
「浜名区の移動手段を考え
る」

浜北文化セン
ター
大会議室

北浜地域街づく
りを考える会
(北浜南部協働
センター 585-
0510)

14:00～16:00

地域課題の「高齢者の移動手段
の確保」について、移動手段に
関する講演会を開催し、浜名区
浜北地域の実情に沿った地域交
通を考える一助とする。
主催：北浜地域街づくりを考え
る会代表：松下敏昭
講師：粟井勇貴弁護士（一社）
全国自治体ライドシェア連絡協
議会参与

無料(LOGO
フォームにて要
申込)
募集定員：200
人

その他
（地域
力）

まちづく
り推進課
（北浜南
部協働セ
ンター）

10 11 土
引佐で直虎ビューポイント
を探索しよう！

久留女木の棚田
浜松市（委託
先：引佐まちづ
くり協議会）

9:00～13:00

旧久留女木小学校～久留女木の
棚田（1.7ｋｍ）のウォーキン
グ。日本の棚田百選に指定され
ている久留女木の棚田を散策す
る。

メールまたはチラ
シのQRコードから
申込（無料）
定員：30人

主催

北行政セ
ンター
（地域振
興担当）

10
11
・
12

土
･
日

横尾歌舞伎定期公演
（１日目）・（２日目）

横尾歌舞伎伝承
館開明座

横尾歌舞伎保存
会

16:00～19:00
引佐町横尾・白岩地域に200年以
上前から伝わる農村歌舞伎。県
指定無形民族文化財。

事前予約なし
入場料無料
定員：各日300
人

その他 引佐支所

10 18 土 第３０回浜北万葉まつり 万葉の森公園 まちづくり推進課 10:00～15:10
曲水の宴、こども万葉コンサー
ト、蹴鞠パフォーマンスや絵手
紙、手まりづくり等の体験

無料：直接公園
へ
前年参加者：
1,200人

主催
まちづく
り推進課

10 18 土

令和７年度いなさ人形劇ま
つりプレ公演
人形劇団あっけらかん♪
「おまえうまそうだな」

浜松市浜名協働
センター　ホー
ル

浜松市
引佐支所
℡053-542-1112

①11:00～
②14:00～

市合併２０周年の祝祭感の醸成
のため、「第３７回浜松市いな
さ人形劇まつり」の告知を行う
もの。いなさ人形劇まつりのプ
レイベントとして人形劇の公演
を行う。

観劇料：500円/
人（２才児以下
は無料）現金の
み
先着順：定員各
公演150人
予約フォームか
ら

主催 引佐支所

月 日
曜
日

予　　　定 場所
主催者

問合せ先
イベント
申込方法

主・共
催・その

他
関係部署時間 概要

1



令和７年度　浜名区行事・イベント等スケジュール 2025年10月

月 日
曜
日

予　　　定 場所
主催者

問合せ先
イベント
申込方法

主・共
催・その

他
関係部署時間 概要

10
18
・
19

土
･
日

第５１回三ヶ日文化祭 三ヶ日支所
三ヶ日まちづく
り協議会
（市委託事業）

①18日
展示
13:15～15:30
②19日
展示
9:30～15:15
発表
9:45～15:15

今年度で第５１回をむかえる
三ヶ日地域で活動している団体
等を中心にした文化祭。
作品展示（18日・19日）と三ヶ
日文化ホールで開催される発表
部門（19日）がある。

無料
定員：800人
（ホール発表）

共催
三ヶ日支
所

10 25 土 北地域安全・安心の集い
引佐多目的研修

センター

北地域安全・安
心まちづくり連
絡協議会（市委
託事業）

13:30～15:45
北地域の自治会員等が集い、地
域の安全、安心について再認識
をする会を開催する。

入場自由
（無料）
定員：150人

主催

北行政セ
ンター
（地域振
興担当）

10 26 日 ふれあいフェスタ 三ヶ日支所
三ヶ日まちづく
り協議会
（市委託事業）

10:00～15:00

子供が中心に楽しめるイベント
等を開催する。
内容：プロの跳び箱パフォーマ
ンス（高跳び箱）と一般チャレ
ンジ
三ヶ日図書館、児童館、福祉セ
ンターイベントと同日に開催
し、各施設周遊時にｸﾞﾘｰﾝｽﾛｰﾓﾋﾞ
ﾘﾃｨを利用できる(YAMAHA提供）

無料
定員：800人
（ホールｲﾍﾞﾝ
ﾄ）

共催
三ヶ日支
所
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